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7月
（文月） JULY
18日・海の日

海の日は、７月の第３月曜日で、「海の恩
恵に感謝するとともに、海洋国日本の繁栄を
願う」と、国民の祝日に関する法律（祝日法）
に、その意味が書かれています。平成７年の
祝日法改正により、翌８年から実施。当初は
前身である海の記念日の７月20日でしたが、
平成15年から現行に改められています。

国　税／6月分源泉所得税の納付 7月11日
国　税／納期の特例を受けた源泉所得税（1月〜6月分）の納付

7月11日
国　税／所得税予定納税額の減額承認申請 7月15日
国　税／所得税予定納税額第1期分の納付 8月1日
国　税／5月決算法人の確定申告（法人税・消費

税等）、11月決算法人の中間申告 8月1日
国　税／8月、11月、2月決算法人の消費税の中間申告

（年3回の場合） 8月1日
地方税／固定資産税（都市計画税）第2期分の納付

市町村の条例で定める日
労　務／社会保険の報酬月額算定基礎届 7月11日
労　務／労働保険料（概算・確定）申告書の提出・

（全期・１期分）の納付 7月11日
労　務／障害者・高齢者雇用状況報告 7月15日
労　務／労働者死傷病報告（4月〜6月分） 8月1日

海の日
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最近、地域ブランドとい
う言葉をよく聞きますが、
どうすれば地方の特産品を
活かした商品を地域ブラン
ド化することができるので
しょうか。

「信州味噌」や
「喜多方らーめん」

地域ブランド（地名入り
商標）とは、一般の産品と
地域産品との差別化を図り
たいときに、事業協同組合
などが出願できる商標です。

地域ブランドの例として
は、「信州味噌」、「宇都宮餃
子」、「練馬大根」、「喜多方
らーめん」などのように
「地名＋商品名」を組み合わ
せたブランドがあります。

平成18年４月からは、あ
る程度周知すれば、地域ブ
ランドを比較的容易に登録
できるようになりました。
この制度は、地域ブランド
保護のための地域団体商標
制度といいます。
登録は、地域の企業で作

られた製品を、事業協同組
合などの法人格を有する組
合などの団体が、地域ブラ
ンドとして申請・登録する
ことができます。登録され
れば、その団体（商標権者）
に属する者（事業者＝構成
員）には、その登録商標を
使用する権利が認められま
す。
地域ブランドとして商標

登録されると、たとえば

「○○納豆」という同じ商標
を、申請団体に加盟する多
数の納豆屋さんが共通的品
質の「納豆」として販売す
ることができるため、商品
活力（ブランドパワー）を
何倍にも上げることができ
ます。

すなわち、売れる商品づ
くり、売れるものづくりが
可能になります。

また、平成19年には、「中
小企業地域資源活用プログ
ラム」が創設され、地域資
源を活用した新商品・新サ
ービスの開発・市場化を図
る中小企業者を総合的に支
援する施策が登場しました。

このように、地域産品の
ブランド化の代表的な支援
策として、以下のようなも
のがあります。

中小企業
地域資源活用プログラム

地域経済の自立的・持続
的な成長を実現するため、
地域の強みとなる資源（産
地の技術、地域の農林水産
品、観光資源）を活用して
新商品、新サービスを開
発・事業化する中小企業者
を総合的に支援する仕組み
です。

対象となる中小企業者は、
「地域産業資源活用事業計画
書」を作成し、国から認定
を受けることで、様々な支
援策を利用することができ
ます。

市場志向型ハンズオン
支援事業

全国10カ所の地域ブロッ
クごとに設置された相談窓
口において、地域資源を活
用した事業計画づくりから
市場化に向けたフォローア
ップまで一貫したサポート
を受けられます。「中小企業
地域資源活用プログラム」
の枠組みに含まれる施策で
すが、法律による認定を必
要としません。

JAPANブランド
育成支援事業

地域が一丸となって地域
の強み（資源・技術など）
を活かした製品などの価値
を高め、「日本」を表現しつ
つ世界に通用する「JAPAN
ブランド」を実現していこ
うとする取り組みを総合的
に支援する事業です。
「戦略策定段階」と「ブラ

ンド確立段階」を明確に分
けて段階的支援を行い、３
カ年に渡る継続支援を可能
にする支援スキームが構築
されています。

具体的には、商工会議所、
商工会などが核となって地
域の中小企業などをコーデ
ィネートし、市場調査、ブ
ランド戦略づくり、新商品
開発や展示会出展（国内外）
などに取り組むプロジェク
トを支援します。
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会社法の施行後、資本金、
準備金および剰余金の間の
振り替えができるようにな
りました。また、剰余金を
準備金へ組み入れることも
認められています。

会社法では、純資産つま
り「資本金」、「準備金」、
「剰余金」の間での振替が、
一定の手続きをとることを
条件に、原則として自由に
行えるようになりました。

会社法施行以前は、有償
減資や有償減準備金によっ
て、株主に金銭などを払い
戻すと同時に、資本金や準
備金を減額することが行わ
れていました。施行後は、
株主への金銭などの払い戻
しはすべて剰余金の分配手
続きに集約されました。そ
のため、たとえば有償減資
を行う場合には、一度資本
金から剰余金に振り替えて、
そのうえであくまでも剰余
金の分配という形式をとる
ことになります。

■計数変動のパターン

会社法では、事業年度内
の純資産の変動については、
株主資本等変動計算書の作
成が法務省令により要請さ
れます。つまり「資本金」、
「準備金」、「剰余金」間にお
ける取引でいわゆる計数変
動手続きにあたります。
計数変動のパターンとし

ては「資本金」、「準備金」、
「剰余金」間での取引のため、
以下の６通りとなります。
それぞれの概要は、次の

とおりです。
（1）資本金→準備金

原則として株主総会（臨
時総会でも可能です）の特

別決議が必要となります。
一定要件を満たす場合には、
定時総会の普通決議でも可
能です。

（2）資本金→剰余金
前記と同様に、原則とし

て株主総会（臨時総会でも
可能です）の特別決議が必
要となります。一定要件を
満たす場合には、定時総会
の普通決議でも可能です。

（3）準備金→資本金
株主総会（臨時総会でも

可能です）の普通決議によ
り可能です。会社法施行以
前は、取締役会決議で行わ
れていました。

（4）剰余金→資本金
株主総会（臨時総会でも

可能です）の普通決議によ
り可能です。会社法施行以
前は、「利益の資本組入れ」
は、利益処分の一形態とし
て、定時総会決議が必要で
した。

（5）準備金→剰余金
株主総会（臨時総会でも

可能です）の普通決議によ
り可能です。株式の発行と
同時に準備金を減少する場
合で、減少後の準備金が減
少前よりも大きいときには、
取締役決定でも可能となり
ます。

（6）剰余金→準備金
株主総会（臨時総会でも

可能です）の普通決議によ
り可能です。会社法施行以
前は、実行不可能な取引で
した。つまり「利益の準備
金組み入れ」に相当してい
たためです。

また、剰余金の配当をす
る場合には、減少する剰余
金の10%を資本準備金、ま
たは利益準備金として積み
立てなければならないとさ
れています。

■株主資本等変動計算書

会社法の施行に伴い従来
の利益処分（案）や利益処
分計算書は廃止され、新た
に株主資本等変動計算書が
導入されました。

これまでは、利益処分や
資本の変動は原則として定
時株主総会だけで行うこと
とされていたため、定時株
主総会のときに利益処分案
として、株主の判断を仰い
でいました。

会社法の施行により、利
益処分については定時株主
総会に限らず行うことがで
きるようになりました。そ
のため、資本の部の変動を
詳細に表す計算書が導入さ
れたのです。これが、株主資
本等変動計算書になります。
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日本が向う「良い方向」
トップは科学技術分野

内閣府が本年１月に行った「社会意識
に関する世論調査」結果によると、現在の
日本で良い方向に向かっている分野は、
「科学技術」（27%）がトップで、逆に悪い
方向に向かっている分野のトップは、「景
気」（57.7%）であることがわかりました。

良い方向では、「医療・福祉」（22.4%）、
「通信・運輸」（16.7%）と続きますが４番目
に高かった「防災」（14.8%）は東日本大震災
により、皮肉な結果となってしまいました。

一方、悪い方向を前年調査と比べると
トップの「景気」（63.1%→57.7%）と３
番目の「雇用・労働条件」（56.5%→
52.3%）は割合が下がっていますが、逆
に税収不足・国債発行残高の増大などか
ら２番目の「国の財政」（47.6%→55.7%）
が上がり、また、中国・韓国との領土問
題が影響して４番目の「外交」（28.3%→
46.3%）の割合が大幅に上がっています。

燃費の良い乗用車のトップは？

平成22年の燃費の良い乗用車のトップ
は、普通・小型自動車ではトヨタのプリウ
ス、軽自動車ではダイハツのムーブである
ことが、国土交通省の発表でわかりました。

自動車ユーザーの省エネルギーへの関心
を高めるとともに、燃費性能の優れた自動
車の開発・普及を促進するため、平成16年
から毎年、燃費の良い乗用車のベスト10を

公表しているもので、平成22年末時点で販
売されている自動車が対象です。

普通・小型自動車では、ハイブリッド車
がベスト10のうち６車を占め燃費の良さを
示しています。プリウスは平成18年から５
年連続トップ。一方、軽自動車では、５年
連続トップだったダイハツのミラに代わり
ムーブが初のトップとなりました。

対象車からマニュアル車（ＭＴ車）は除
かれています。ＭＴ車では、トヨタのiQが
普通・小型自動車のトップでした。

燃費 燃費
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